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仕 様 書 ① 

１．概要 

（１）対象建物   南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 

（２）需要場所   奈良県吉野郡大淀町大字福神８番１ 

（３）業種及び用途 病院 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式 

ア 電気方式  交流三相３線式 

イ 標準電圧  ６，６００Ｖ 

ウ 計量電圧  ６，６００Ｖ 

エ 標準周波数 ６０Hz 

オ 受電方式  ２回線受電 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力（契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計量される

値がこれを超えないものとする。） 

（ａ）契約電力（常時電力）１，３７０kＷ 

（ｂ）契約電力（予備電力）１，３７０kＷ 

（常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給

変電所以外の変電所から常時供給電圧と同位の電圧で受電する。） 

イ 予定使用電力量 ５，６３７，１００kＷh 

（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日までの使用量見込み） 

※予定使用電力量は、使用見込みであり、実績使用量を保証するものではない。 

（ａ）各月の電力使用計画および実績（最大需要電力，使用電力量）別紙①－１のとおり 

（ｂ）季節および時間帯別の電力使用計画 別紙①－２のとおり 

（３）契約使用期間 令和７年１月１日０時から令和７年１２月３１日２４時まで 

（４）需給地点 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター構内第１柱気中開閉器の電源側

接続点（２ヶ所）とする。 

（５）電気工作物の財産分界点 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター構内第１柱気中

開閉器の電源側接続点（２ヶ所）とする。 

（６）保安上の責任分界点 電気工作物の財産責任分界点に同じ。 

（７）検針日および計量 

検針日は、毎月１日とし、１日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うもの

とする。 

計量は、計量器により記録された値によるものとする。（計量は、検針日における計量

器の読みによるものとする。） 

また、受電実績として、１月ごとに時間別（３０分ごとまたは１時間ごと）の計測   

データ（電力または電力量）を提供すること。 
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（８）代金の算定期間 

代金の算定期間は、毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

（９）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

のとする。 

また、契約期間中の電力量料金単価の値上げはできないものとする。 

（10）力率 

ア 供給者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行う

ことができるものとする。 

なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によるも

のとする。 

イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 

（11）燃料費調整 

    発電に要する燃料価格が変動した場合は、供給者は電力量料金の調整を行うことがで

きる。調整の方法については、需要者・供給者が協議の上定めた約款等によるものとす

る。ただし、当該地域を所管するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整単価の上

限を超えないものとする。 

    なお、入札価格の算定にあたって、燃料調整単価は入札当月に適用される額を用いる

ものとする。 

(12) 賦課金 

  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課 

金については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札当月 

に適用される額を用いるものとする。 

(13) 市場価格調整 

市場価格調整については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、市場価格調整単価は、入札当月に適用される額を 

用いるものとする。 

（14）契約超過金 

その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合

を除き、供給者は、契約超過金を請求することができるものとする。 

なお、契約超過金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（15）精算金 

契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるもの

とする。 

なお、精算金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（16）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、南和広域医療

企業団は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 



4 

 

（17）その他 

電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書①に記載なき事項について

は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 
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 別紙①－１ 

各月の電力使用計画および実績 

各月の電力使用計画 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ７年 １月 １，３７０ ６１９，８００ １００ 

Ｒ７年 ２月 １，３７０ ５５８，１００ １００ 

Ｒ７年 ３月 １，３７０ ５１０，４００ １００ 

Ｒ７年 ４月 １，３７０ ３８０，７００ １００ 

Ｒ７年 ５月 １，３７０ ３６２，０００ １００ 

Ｒ７年 ６月 １，３７０ ３８９，３００ １００ 

Ｒ７年 ７月 １，３７０ ５０７，９００ １００ 

Ｒ７年 ８月 １，３７０ ５２５，０００ １００ 

Ｒ７年 ９月 １，３７０ ４４７，５００ １００ 

Ｒ７年１０月 １，３７０ ３７１，６００ １００ 

Ｒ７年１１月 １，３７０ ４０５，７００ １００ 

Ｒ７年１２月 １，３７０ ５５９，１００ １００ 

予想合計 ― ５，６３７，１００ ― 

 

電力使用実績 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

30分最大 

需要電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ５年１０月 １，３００ ８３２ ３６６，５２５ １００ 

Ｒ５年１１月 １，３００ ９８０ ４１２，９２９ １００ 

Ｒ５年１２月 １，３００ １，２４０ ５４４，４６０ １００ 

Ｒ６年 １月 １，３００ １，３３４ ６０２，７６０ １００ 

Ｒ６年 ２月 １，３７０ １，３０８ ５３２，６０７ １００ 

Ｒ６年 ３月 １，３７０ １，２５１ ５３２，２１１ １００ 

Ｒ６年 ４月 １，３７０ ９１８ ３６４，３０３ １００ 

Ｒ６年 ５月 １，３７０ ８４６ ３６０，６４３ １００ 

Ｒ６年 ６月 １，３７０ １，００２ ３７４，１４１ １００ 

Ｒ６年 ７月 １，３７０ １，２９２ ５１８，３４６ １００ 

Ｒ６年 ８月 １，３７０ １，３１７ ５１９，２２４ １００ 

Ｒ６年 ９月 １，３７０ １，２４１ ４５０，６９７ １００ 

実績合計 ― ― ５，５７８，８４６ ― 
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                                   別紙①－２ 

季節および時間帯別の電力使用計画 

 

 電力量（kＷh） 

時間帯１ 時間帯２ 時間帯３ 

Ｒ７年 １月 ３５７，１００ ２６２，７００  

Ｒ７年 ２月 ２４９，６００ ３０８，５００  

Ｒ７年 ３月 ３０８，３００ ２０２，１００  

Ｒ７年 ４月 ２０６，４００ １７４，３００  

Ｒ７年 ５月 １７９，０００ １８３，０００  

Ｒ７年 ６月 ２３９，７００ １４９，６００  

Ｒ７年 ７月 １２９，４００ ２０１，９００ １７６，６００ 

Ｒ７年 ８月 １３５，５００ ２０１，６００ １８７，９００ 

Ｒ７年 ９月 １０９，８００ １８６，０００ １５１，７００ 

Ｒ７年１０月 ２０７，２００ １６４，４００  

Ｒ７年１１月 ２１９，７００ １８６，０００  

Ｒ７年１２月 ３００，８００ ２５８，３００  

時間帯別の合計 ２，６４２，５００ ２，４７８，４００ ５１６，２００ 
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仕 様 書 ② 

１．概要 

（１）対象建物   南和広域医療企業団吉野病院 

（２）需要場所   奈良県吉野郡吉野町丹治１３０番地１ 

（３）業種及び用途 病院 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式 

ア 電気方式  交流三相３線式 

イ 標準電圧  ６，６００Ｖ 

ウ 計量電圧  ６，６００Ｖ 

エ 標準周波数 ６０Hz 

オ 受電方式  １回線受電 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力 実量制（当月を含む過去１年間の各月の最大電力のうちで最も大きい値）

とする。 

  なお、入札価格の算定にあたっては、契約電力は、２８０ｋWで計算するものとす

る。 

イ 予定使用電力量 １，０９８，５００kＷh 

（令和７年１月１９日～令和８年１月１８日までの使用量見込み） 

※予定使用電力量は、使用見込みであり、実績使用量を保証するものではない。 

（ａ）各月の電力使用計画および実績（最大需要電力，使用電力量）別紙②－１のとおり 

（ｂ）季節および時間帯別の電力使用計画 別紙②－２のとおり 

（３）契約使用期間 令和７年１月１９日０時から令和８年１月１８日２４時まで 

（４）需給地点 南和広域医療企業団吉野病院構内第１柱気中開閉器の電源側接続点とする。 

（５）電気工作物の財産分界点 南和広域医療企業団吉野病院構内第１柱気中開閉器の電源側

接続点とする。 

（６）保安上の責任分界点 電気工作物の財産責任分界点に同じ。 

（７）検針日および計量 

検針日は、毎月１９日とし、１９日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行う

ものとする。 

計量は、計量器により記録された値によるものとする。（計量は、検針日における計量

器の読みによるものとする。） 

また、受電実績として、１月ごとに時間別（３０分ごとまたは１時間ごと）の計測   

データ（電力量）を提供すること。 

（８）代金の算定期間 

代金の算定期間は、毎月１９日から翌月の１８日までの期間とする。 

（９）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 



8 

 

のとする。 

また、契約期間中の電力量料金単価の値上げはできないものとする。 

（10）力率 

ア 供給者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行う

ことができるものとする。 

なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によるも

のとする。 

イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 

（11）燃料費調整 

    発電に要する燃料価格が変動した場合は、供給者は電力量料金の調整を行うことがで

きる。調整の方法については、需要者・供給者が協議の上定めた約款等によるものとす

る。ただし、当該地域を所管するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整単価の上

限を超えないものとする。 

    なお、入札価格の算定にあたって、燃料調整単価は入札当月に適用される額を用いる

ものとする。 

(12) 賦課金 

  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課 

金については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札当月 

に適用される額を用いるものとする。 

(13) 市場価格調整 

市場価格調整については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、市場価格調整単価は、入札当月に適用される額

を用いるものとする。 

（14）契約超過金 

その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合

を除き、供給者は、契約超過金を請求することができるものとする。 

なお、契約超過金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（15）精算金 

契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるもの

とする。 

なお、精算金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（16）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、南和広域医療

企業団は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（17）その他 

電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書②に記載なき事項について

は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

  



9 

 

  別紙②－１ 

各月の電力使用計画および実績 

各月の電力使用計画 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ７年 ２月 ２８０ １０６，７００ １００ 

Ｒ７年 ３月 ２８０ ８７，６００ １００ 

Ｒ７年 ４月 ２８０ ７６，８００ １００ 

Ｒ７年 ５月 ２８０ ５８，８００ １００ 

Ｒ７年 ６月 ２８０ ７４，５００ １００ 

Ｒ７年 ７月 ２８０ １０５，０００ １００ 

Ｒ７年 ８月 ２８０ １２７，０００ １００ 

Ｒ７年 ９月 ２８０ １２０，６００ １００ 

Ｒ７年１０月 ２８０ ７８，３００ １００ 

Ｒ７年１１月 ２８０ ７２，６００ １００ 

Ｒ７年１２月 ２８０ ８７，６００ １００ 

Ｒ８年 １月 ２８０ １０３，０００ １００ 

予想合計 ― １，０９８，５００ ― 

 

電力使用実績 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

30分最大 

需要電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ５年１０月 ３１２ ２５１ ８８，２１０ １００ 

Ｒ５年１１月 ３１２ １８３ ７０，９３７ １００ 

Ｒ５年１２月 ３１２ ２０８ ８８，８１０ １００ 

Ｒ６年 １月 ３１２ ２４０ １０１，１５８ １００ 

Ｒ６年 ２月 ３１２ ２２９ ９７，４８４ １００ 

Ｒ６年 ３月 ３１２ ２１８ ８７，５０５ １００ 

Ｒ６年 ４月 ３１２ ２０５ ７６，４４７ １００ 

Ｒ６年 ５月 ３１２ １４０ ５３，８０１ １００ 

Ｒ６年 ６月 ３１２ ２１３ ７４，７３１ １００ 

Ｒ６年 ７月 ３１２ ２５２ １００，６６５ １００ 

Ｒ６年 ８月 ３０２ ２８０ １２３，１２０ １００ 

Ｒ６年 ９月 ２８３ ２８０ １１７，７９２ １００ 

実績合計 ― ― １，０８０，６６０ ― 
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                                     別紙②－２ 

季節および時間帯別の電力使用計画 

 

 電力量（kＷh） 

時間帯１ 時間帯２ 時間帯３ 

Ｒ７年 ２月 ４９，７００ ５７，０００  

Ｒ７年 ３月 ４０，９００ ４６，７００  

Ｒ７年 ４月 ４４，０００ ３２，８００  

Ｒ７年 ５月 ２６，６００ ３２，２００  

Ｒ７年 ６月 ４７，２００ ２７，３００  

Ｒ７年 ７月 ４１，３００ ４３，０００ ２０，７００ 

Ｒ７年 ８月 ３２，４００ ５２，７００ ４１，９００ 

Ｒ７年 ９月 ３１，０００ ５０，０００ ３９，６００ 

Ｒ７年１０月 ３３，８００ ３８，５００ ６，０００ 

Ｒ７年１１月 ４１，２００ ３１，４００  

Ｒ７年１２月 ４７，７００ ３９，９００  

Ｒ８年 １月 ５１，２００ ５１，８００  

時間帯別の合計 ４８７，０００ ５０３，３００ １０８，２００ 
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仕 様 書 ③ 

１．概要 

（１）対象建物   南和広域医療企業団五條病院 

（２）需要場所   奈良県五條市野原西５丁目２番５９号 

（３）業種及び用途 病院 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式 

ア 電気方式  交流三相３線式 

イ 標準電圧  ６，６００Ｖ 

ウ 計量電圧  ６，６００Ｖ 

エ 標準周波数 ６０Hz 

オ 受電方式  １回線受電 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力 実量制（当月を含む過去１年間の各月の最大電力のうちで最も大きい値）

とする。 

  なお、入札価格の算定にあたっては、契約電力は、４１０ｋＷで計算するものとす

る。 

イ 予定使用電力量 １，２７４，５００kＷh 

（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日までの使用量見込み） 

※予定使用電力量は、使用見込みであり、実績使用量を保証するものではない。 

（ａ）各月の電力使用計画および実績（最大需要電力，使用電力量）別紙③－１のとおり 

（ｂ）季節および時間帯別の電力使用計画 別紙③－２のとおり 

（３）契約使用期間 令和７年１月１日０時から令和７年１２月３１日２４時まで 

（４）需給地点 南和広域医療企業団五條病院構内第１柱気中開閉器の電源側接続点とする。 

（５）電気工作物の財産分界点 南和広域医療企業団五條病院構内第１柱気中開閉器の電源側

接続点とする。 

（６）保安上の責任分界点電気工作物の財産責任分界点に同じ。 

（７）検針日および計量 

検針日は、毎月１日とし、１日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うもの

とする。 

計量は、計量器により記録された値によるものとする。（計量は、検針日における計量

器の読みによるものとする。） 

また、受電実績として、１月ごとに時間別（３０分ごとまたは１時間ごと）の計測   

データ（電力量）を提供すること。 

（８）代金の算定期間 

代金の算定期間は、毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

（９）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 
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のとする。 

また、契約期間中の電力量料金単価の値上げはできないものとする。 

（10）力率 

ア 供給者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行う

ことができるものとする。 

なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によるも

のとする。 

イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 

（11）燃料費調整 

    発電に要する燃料価格が変動した場合は、供給者は電力量料金の調整を行うことがで

きる。調整の方法については、需要者・供給者が協議の上定めた約款等によるものとす

る。ただし、当該地域を所管するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整単価の上

限を超えないものとする。 

    なお、入札価格の算定にあたって、燃料調整単価は入札当月に適用される額を用いる

ものとする。 

(12) 賦課金 

  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課 

金については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札当月 

に適用される額を用いるものとする。 

(13) 市場価格調整 

市場価格調整については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、市場価格調整単価は、入札当月に適用される額

を用いるものとする。 

（14）契約超過金 

その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合

を除き、供給者は、契約超過金を請求することができるものとする。 

なお、契約超過金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（15）精算金 

契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるもの

とする。 

なお、精算金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（16）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、南和広域医療

企業団は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（17）その他 

電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書③に記載なき事項について

は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 
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  別紙③－１ 

各月の電力使用計画および実績 

各月の電力使用計画 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ７年 １月 ４１０ １６３，９００ １００ 

Ｒ７年 ２月 ４１０ １４１，５００ １００ 

Ｒ７年 ３月 ４１０ １２２，７００ １００ 

Ｒ７年 ４月 ４１０ ７５，３００ １００ 

Ｒ７年 ５月 ４１０ ６３，２００ １００ 

Ｒ７年 ６月 ４１０ ８０，２００ １００ 

Ｒ７年 ７月 ４１０ １０４，８００ １００ 

Ｒ７年 ８月 ４１０ １１５，２００ １００ 

Ｒ７年 ９月 ４１０ ８９，７００ １００ 

Ｒ７年１０月 ４１０ ７４，０００ １００ 

Ｒ７年１１月 ４１０ ９７，７００ １００ 

Ｒ７年１２月 ４１０ １４６，３００ １００ 

予想合計 ― １，２７４，５００ ― 

 

電力使用実績 

 常時 

契約電力 

（kＷ） 

30分最大 

需要電力 

（kＷ） 

使用電力量 

（kＷh） 

力率 

(％) 

Ｒ５年１０月 ３９５ １７３ ６７，５３３ １００ 

Ｒ５年１１月 ３９５ ２８９ １００，１３０ １００ 

Ｒ５年１２月 ３９５ ３７１ １４０，０４８ １００ 

Ｒ６年 １月 ４１０ ４１０ １５２，９６８ １００ 

Ｒ６年 ２月 ４１０ ３７９ １３２，３９１ １００ 

Ｒ６年 ３月 ４１０ ３４６ １３１，１８６ １００ 

Ｒ６年 ４月 ４１０ ２０４ ６８，３６３ １００ 

Ｒ６年 ５月 ４１０ １７１ ６２，９７７ １００ 

Ｒ６年 ６月 ４１０ ２１３ ７６，７０５ １００ 

Ｒ６年 ７月 ４１０ ３１２ １２２，５８３ １００ 

Ｒ６年 ８月 ４１０ ３３３ １２６，９５６ １００ 

Ｒ６年 ９月 ４１０ ２９５ １０５，２８９ １００ 

実績合計 ― ― １，２８７，１２９ ― 
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                            別紙③－２ 

季節および時間帯別の電力使用計画 

 

 電力量（kＷh） 

時間帯１ 時間帯２ 時間帯３ 

Ｒ７年 １月 ９２，４００ ７１，５００  

Ｒ７年 ２月 ８０，５００ ６１，０００  

Ｒ７年 ３月 ６９，５００ ５３，２００  

Ｒ７年 ４月 ３９，６００ ３５，７００  

Ｒ７年 ５月 ３１，５００ ３１，７００  

Ｒ７年 ６月 ４５，４００ ３４，８００  

Ｒ７年 ７月 ２８，１００ ３８，７００ ３８，０００ 

Ｒ７年 ８月 ３０，８００ ４２，２００ ４２，２００ 

Ｒ７年 ９月 ２３，０００ ３４，６００ ３２，１００ 

Ｒ７年１０月 ３９，１００ ３４，９００  

Ｒ７年１１月 ５０，１００ ４７，６００  

Ｒ７年１２月 ７４，０００ ７２，３００  

時間帯別の合計 ６０４，０００ ５５８，２００ １１２，３００ 

 

 


